
西東京市はなバス車内広告 募集要項 
 

1 

 

１ 募集概要 

ア 掲出期間 １か月（最長12か月、１か月ごとに更新可） 

イ 規格及び掲出料 

ルート 広告媒体 規格 車両台数 
必要部数 

(予備含む) 

掲出料 

(月額・税別) 

第１ルート ポスター Ａ３横 ３台 ４枚 3,000円 

第２・３ルート ポスター Ａ３横 ７台 ９枚 7,000円 

第４北・４南ルート ポスター Ａ３横 ５台 ７枚 5,000円 

※第２・３ルート及び第４北・４南ルートは、それぞれ車両の共有を行っているため、第２ルートのみ等の分割のお

申込みはお受けできません。 

ウ 役割分担 

内容 実施 費用負担 

広告の作成 広告主 広告主 

広告の掲出 運行事業者 運行事業者 

維持管理 運行事業者 運行事業者 

破損時の広告再作成 広告主 広告主 

広告の撤去 運行事業者 運行事業者 

エ 広告作成時の注意事項 

(1) 車内の窓枠上部等に掲出します。掲出場所を選ぶことはできません。 

(2) 掲出の器具の関係上、広告の下から３cm程度の余白を入れるようにお 

願いします。 

(3) 掲出の器具の関係上、広告の外周部から５cm程度の部分が隠れる場合 

があります。 

(4) 掲出期間内であれば、意匠変更が可能です。再度審査を行いますので、 

変更希望月の前々月20日までに意匠変更申請を行ってください。 

(5) 広告掲出中に経年劣化等で再作成が必要と判断した場合には、再作成 

 を依頼する場合があります。 

 

２ 応募資格・掲出基準 

 「西東京市内連絡バス広告掲出基準」及び運行事業者の社内基準に基づき審査します。 

 

３ お申込み先 

はなバスはルートごとに運行事業者が異なります。広告掲出に関するお問い合わせやお申込みは、希望

するルートの運行事業者にご連絡ください。 

なお、運行事業者の異なる複数ルートに広告掲出をご希望の場合は、お手数ですが両社にお問い合わせ

くださいますよう、お願いいたします。 

第１・２・３ルート 
西武バス株式会社 営業課 〒359-1180 所沢市久米546-1  

TEL：04-2995—8130 メール：koukoku@seibu-bus.jp 

第４北・４南ルー

ト 

関東観光株式会社 営業担当 〒164-0003 中野区東中野5-23-14 

TEL：03-3362-6636 メール：ad@kantokanko.co.jp 

 

掲出イメージ 
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４ 広告掲出までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 西東京市はなバスの概要 

名 称 西東京市内連絡バス「はなバス」 

事業目的 

地域内補助交通として、広域幹線交通や地域内幹線交通を補完し、主に公共交通空白地域

から鉄道駅や公共施設等に向かう交通利便性の地域格差をなくし、利用者の利便性向上を

目的としています。 

募
集
ル
ー
ト 

第 １ 

ルート 
西武池袋線保谷駅北口を起点とし、下保谷・北町地域を半時計周りに循環しているルート 

第 ２ 

ルート 

【駅間ルート】西武池袋線ひばりヶ丘駅を起点とし、公共施設と西武新宿線東伏見駅を結

ぶルート 

【住吉・泉町循環ルート】西武池袋線ひばりヶ丘駅を起点とし、「西東京市役所保谷庁舎」

を結ぶルート。一部の運行便では、西東京市役所保谷庁舎止まりがあります。 

第 ３ 

ルート 

【駅間ルート】西武新宿線田無駅北口を起点とし、向台町・新町地域を経由し、西武新宿

線東伏見駅に至るルート 

【向台循環ルート】西武新宿線田無駅北口を起点とし、公共施設を結び、西武新宿線田無

駅へ戻るルート 

第４北 

ルート 

西武新宿線田無駅北口を起点とし、田無町・芝久保町地域を経由、西武新宿線花小金井駅

に至るルート 

第４南 

ルート 

【駅間ルート】西武新宿線田無駅北口を起点とし、芝久保運動場・西武住宅を経由、西武

新宿線花小金井駅に至るルート 

【折返しルート】西武新宿線田無駅北口を起点とし、芝久保運動場で折り返して西武新宿

線田無駅へ戻るルート 

運行事 業者 

西東京市内連絡バス運行協定書に基づき、以下の運行事業者による運行がなされています。 

【第１・２・３ルート】西武バス株式会社（滝山営業所） 

【第４北・南ルート】関東バス株式会社（武蔵野営業所） 
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③申込書共有 

①広告枠の空き状況確認 

②お申込み 

⑦最終審査結果連絡・修正等協議 

⑤審査結果報告 
広告見本と併せて、掲出開始月の前々月20日までに

お申込みください。 
例）９月１日から掲出したい⇒７月20日までに提出 

⑧広告提出 

⑨お支払い 

掲出開始月の前月20日までに必要部数を提出してく

ださい。 

⑥最終審査 
⑩広告掲出 

④審査 
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